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県庁生活衛生課です／水道事業のタスキをつなぐ～思い込みは無いですか？～ 

 

兵庫県健康福祉部生活衛生課です。 

（今回は芳中が皆さまにお役に立つ情報を配信します） 

 

昨年２月から毎月１回のペースで配信しているメルマガですが、あっと 

 

言う間に１年が過ぎ、今年度最後の配信となりました。 

 

記念すべき第１号には「水道の基盤の強化に役立てていただきたい」と 

 

書きましたが、皆さんのお役に立っていますでしょうか？ 

 

これまでの配信内容を振り返ると「皆さんが知りたい」ことより 

 

「私たちが（皆さんに）知ってほしい」ことのテーマが多かったようで、 

 

反省しているところです。 

 

来年度からは「皆さんが知りたい」ことにもっと焦点を当てたいと思って 

 

いますので「こんなことが知りたい！」というテーマがあれば、このアド 

 

レスへの返信で教えてくださればと思っています。 

 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

 

 今号の話題 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

第１３号  思い込みは無いですか？ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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ということで、今年度最後のテーマは「思い込みは無いですか？」です。 

 

 

独立採算が原則の水道事業ですが、一方で、皆さまの「水道のタスキをつなぐ」 

 

ために様々な補助金（交付金）があることは、ご存知と思います。 

 

ただ、皆さまとお話をさせていただいていると「そのメニューは（資本単価など 

 

の）要件で引っかかるのでうちでは使えないはず！」とか「そんなメニュー知ら 

 

なかった！」など、過去の経験からの「思い込み」が多いように感じました。 

 

 

そこで、今回は「思い込んでいるかも」しれないメニューをピックアップしました。 

 



１．水道管路緊急改善事業 

 

（概要）布設後 40 年以上経過した基幹管路（導水管・送水管・配水本管）の更新事業 

 

 このメニューは、以前あった「老朽管更新事業」にかわって平成 28 年度に創設 

 

 されたもので、対象になる管種等の要件はありますが、なんと「資本単価要件」 

 

 がありません！  

 

 

２．重要給水施設配水管 

 

（概要）災害時に給水優先度が特に高い施設への配水管を耐震化する事業 

 

 このメニューは、唯一「配水支管」にも使えるメニューです。 

 

 さらに令和２年度に限り、学校や入所型社会福祉施設など、社会的影響が大きく 

 

 公共性の高い施設への配水管も対象となっています。 

 

 

 

今回は２つだけピックアップしましたが、他にも過去のメニューが使いやすくなって 

 

いたり、新しいメニューができたりしています。 

 

（来年度から「施設の統廃合」に活用できるメニューが新しくできる予定です） 

 

ちなみに県では、昨年１０月に「交付金要望説明会」を開催しています。 

 

「参加できなかった！」「参加したけど資料がどこにいったかわからない！」という 

 

方には、資料をＨＰにアップしていますので、この機会にぜひご覧ください。 

 

  https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/hw14_000000005.html 

 

「資料見てもよーわからん！」とおっしゃる方は、所管の健康福祉事務所の水道担当 

 

にお問い合わせください 

 

 

 

最後に。 

 

独立採算である水道事業の補助金（交付金）メニューは基本的に私たち（国＆県）が 

 

「こういうことを皆さんにやってほしいんです」というメッセージです。 

 

ただ「メニューがあるからまだちょっと更新するには早い（計画にはなかったけど） 

 

けどやっとこか」となるのは本末転倒です。 

 



アセットマネジメントを通じて、皆さんが「うちの水道のタスキをつなぐ」ためには、 

 

これとこれを計画的にやっていかなあかんな、と考えていただいた後に「思い込みを 

 

無くして」活用できるメニューがあるかな？と探していただければ、と思っています。 

 

 

来年度からも「子供や孫に水道のツケを回さない！」を合言葉に、皆さんと一緒に 

 

「水道のタスキをつなぐ」取り組みを進めていきたいと思っていますので、引き続き、 

 

ご協力をお願いいたします。 
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